
 

 

7-4. ペットショップ・園芸ショップ等 

【行動計画での記載内容】（p4） 

③ ペットショップ・園芸ショップ等 

ノネコやノイヌ、熱帯魚など、もともとペットとして飼育されていた動物や園芸植物が野外に

逸出し、外来種となって生態系に影響を及ぼす例があります。このため、県民全般にペットや園

芸植物等の適正飼養・栽培を促すためには、取扱事業者の協力が必要です。 

県内のペットや園芸植物の取扱事業者、飼育・展示施設等に対し、外来種問題の啓発を行うと

ともに、チラシ配布やポスター掲示への協力を要請していきます。 

 

【今年度の取組内容】 

県内のペットや園芸植物の取扱事業者、飼育・展示施設等に対して、取り扱う動植物の適切な

管理をお願いする啓発資料を配布し、利用客や従業員への周知を依頼した。 

ペットショップ等に対しては、沖縄県動物愛護管理センターを通じて動物取扱責任者研修に参

加した 454箇所の事業所等に配布した。配布物は「生き物を扱う・飼う皆様へのお願い」（10部）

及び「沖縄県ではさまざまな外来種対策を実施しています」（1部）、環境省沖縄奄美自然環境事務

所より提供いただいた「奄美・沖縄地域の外来種とその防除」（1部）の 3種類とした。 

園芸ショップ等に対しては、電話帳等から作成した園芸関連業者リストの 527 箇所に郵送で配

布した。配布物は「植物を販売・購入される皆様へ」（10部）及び「沖縄県ではさまざまな外来種

対策を実施しています」（1部）、環境省沖縄奄美自然環境事務所より提供いただいた「水草を利用

される皆さまへ」（1部）の 3種類とした。 

 

表 7-4.1 園芸ショップ等における啓発資料の配布状況 

対象 
配布件数 

合計 
南部 那覇市 中部 宜野湾市 沖縄市 浦添市 北部 八重山 宮古 

種苗商 2 1 0 1 1 1 0 0 0 6 

園芸店 14 4 11 0 2 0 9 5 4 49 

造園業 35 17 34 10 6 6 9 11 9 137 

ペットショップ（魚） 2 5 4 1 1 0 1 0 1 15 

植木栽培・販売 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 

果樹園 2 0 1 0 0 0 12 9 22 46 

植物園 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5 

生花栽培 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

生花店 26 52 33 12 14 19 9 7 5 177 

農園 0 2 0 0 0 0 10 16 10 38 

温室栽培 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

ホームセンター 2 1 7 0 0 2 2 1 1 16 

ファーマーズマーケット 6 0 6 2 2 0 2 0 0 18 

合計 106 82 97 26 28 28 58 50 52 527 
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7-5. 農林水産業従事者 

【行動計画での記載内容】（p4） 

④ 農林水産業従事者 

家畜や農作物として利用されていた生物が野外に逸出し、外来種となって生態系に影響を及ぼ

す例があります。このため、農林水産業に携わる県民に適正な飼養・栽培を促すための周知が必

要です。 

各管轄部署における普及指導等において、外来種問題の啓発を行うとともに、生態系への影響

を考慮した適正飼養・栽培の協力を要請していきます。 

 

【今年度の取組内容】 

農林水産業に携わる県民に対して、産業管理外来種 3 種（セイヨウオオマルハナバチ、クロマ

ルハナバチ、セイヨウミツバチ）に関する資料を関係各課と調整のうえ配布した。 

セイヨウオオマルハナバチ、クロマルハナバチを利用するトマト農家等に対しては、営農支援

課を通じて各地区の農業改良普及センター等（北部農林水産振興センター、中部農業改良普及セ

ンター、南部農業改良普及センター、宮古農林水産振興センター、八重山農林水産振興センター、

各 20部）に配布することで、農家等への周知を依頼した。配布物は飼育環境や処分などの管理の

徹底を呼びかける「マルハナバチを利用する農家のみなさまへ」とした。 

セイヨウミツバチを利用する養蜂家に対しては、畜産課を通じて養蜂家が参加する沖縄県転飼

調整地方協議会おいて 100 部配布した。配布物は分蜂群の逸出防止など管理の徹底を呼びかける

「養蜂家のみなさまへ」とした。 
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7-6. 意図的外来種（外来植物） 

【行動計画での記載内容】（p7） 

(2) 侵入の防止（予防） 

1) 意図的外来種への対策 

① 普及啓発 

県内には多数の動植物が、産業用（家畜用、栽培用、緑化用など）、観賞用（ペット、園芸用）

などとして移入・輸入されています。外来生物法における特定外来生物は野外へ放つことなどが

禁止されていますが、その他の外来種については規制がないことから、本県の生物多様性等に影

響を及ぼす可能性のある外来種が導入され、野外に逸出する危険性があります。 

意図的に導入される外来種への対策は、県民一人ひとりが外来種の危険性を認識し、適正飼養

や野外への逸出を予防することが効果的です。このため、『（１）１）普及啓発』では、上記の観点

も踏まえて取り組みます。 

特に植物については、農業では農作物や牧草、緑肥植物などに多様な外来種が利用されていま

す。道路、公園、公共施設などでも緑化のために県外から持ち込まれた植物が利用されています。 

農業や緑化に利用されている外来植物の中には、野外に定着し在来種への影響が懸念されてい

る種もあることから、「外来植物の適正利用方針」を定め、生態系等への影響が大きい外来植物の

逸出防止の取り組みを進めます。 

 

【今年度の取組内容】 

生態系等への影響が大きい外来植物の逸出防止のため、「外来植物の適正利用方針」について普

及啓発を行った。利用対象ごと（緑化事業者向け、牧草利用者向け、農業従事者向け）に作成し

た啓発資料を関係各課と調整のうえ配布した。 

緑化事業者等に対しては、都市公園課を通じて、県営都市公園（名護中央公園、沖縄県総合運

動公園、中城公園、浦添大公園、首里城公園、奥武山公園、海軍壕公園、平和祈念公園、バンナ公

園、各 30部）管理事務所に、道路管理課を通じて各地区の土木事務所道路担当班（5事務所、各

30部）に、河川課を通じて各地区の土木事務所河川担当班（宮古を除く 4事務所、各 5部）配布

することで、事業者等への周知を依頼した。また、道路管理課からは造園業界関係者に 50部配布

された。配布物は刈り取った植物の移動・処分の注意などを呼びかける「緑化に取り組むみなさ

まへ」とした。 

牧草利用者等に対しては、畜産課を通じて畜産農家が参加する会議等（寒地型牧草の普及推進

に向けた現地検討会）において 30部配布した。配布物は結実前の刈り取りや牧草地周辺の草刈り

などを呼びかける「畜産農家のみなさまへ」とした。 

農業従事者等に対しては、園芸振興課を通じて JAおきなわ農業振興本部（生産資材部、営農販

売部、各 50部）及び各地区営農振興センター（北部地区、中部地区、南部地区、宮古地区、八重

山地区、各 50部）に配布することで、農家等への周知を依頼した。配布物は未出荷野菜などの適

切な処分などを呼びかける「野菜や果物を栽培しているみなさまへ」とした。 
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7-7. 運輸関連従事者（非意図的外来種） 

【行動計画での記載内容】（p9） 

2) 非意図的外来種への対策 

土砂搬入、輸入や国内物流における物品、梱包材や車両等への付着・混入、船体への付着など

により意図せず外来種が侵入する可能性があります。 

これらの非意図的外来種に対しては、モニタリングにより侵入を予防することが重要です。特

に外来種の侵入経路になる可能性の高い県外からの貨物船が利用する港湾、輸入物資が一次保管

される保税蔵置場等において、定期的なモニタリング調査を実施します。また、環境省、税関、

植物防疫所、動物検疫所、港湾・空港関係者、運輸関係者等の関連する機関と連携した情報収集

及び情報共有を行います。 

また、港湾等の侵入口を越えて県内に侵入した外来種については、県民や事業者等が発見する

ことが想定されます。そのため、『（１）１）普及啓発』の取り組みにより、対策の必要な外来種を

見つけた場合に速やかに情報提供を行うよう、周知を行います。 

モニタリングにより、重点予防種等の外来種の侵入が確認された場合は、速やかに（３）１）

に示す初期防除を行います。 

 

【今年度の取組内容】 

運輸業に携わる県民に対して、非意図的外来種に関する資料を作成し、配布した。資料は、物

流に伴い非意図的に侵入及び拡散する可能性のある種を紹介し、侵入監視及び早期発見への協力

を呼びかける内容とした。沖縄県トラック協会のご協力により、資料は協会発行の月刊誌「沖縄

トラック情報（2023年 3月号）」に掲載され、協会会員の約 670事業者に配布予定である。 

また、今後の課題及び検討事項として、以下が考えられた。 

 

・生き物が発見された場所がコンテナ内など移動を伴う場合、夜間や休日でも迅速な対応が求め

られるため、連絡体制を構築しておく必要がある。 

・多様な種の混入も想定されるため、種判別の対応も求められる。 
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